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ひたちなか市条例第  号 

 

 

ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例（平成６年条例第７２号）の一部を次

のように改正する。 

 

第２条第５号オ中「。以下「特別児童扶養手当法施行令」という。」を削る。 

第３条中「規則で定める社会保険に関する法律（以下「社会保険各法」を「社会

保険各法（規則で定める社会保険に関する法律をいう。以下同じ。）（以下これらを

「医療保険各法」に改める。 

第４条第１項前段中「国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律又は社

会保険各法」を「医療保険各法」に改め，同項後段中「若しくは組合員」を「，組

合員若しくは加入者」に改め，同条第３項中「国民健康保険法，高齢者の医療の確

保に関する法律若しくは社会保険各法」を「医療保険各法」に改め，同条第４項中

「国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法」を「医療

保険各法」に改める。 

第５条第１項及び第２項を次のように改める。 

第４条の規定にかかわらず，医療福祉費は，対象者が次の各号のいずれかに該

当するときは，支給しない。 

（１） 妊産婦にあっては，母子保健法第１５条に規定する妊娠の届出のあった

日において，次のいずれかに該当するとき。 

ア 当該妊産婦又はその配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の前年の所得（当該妊娠

の届出のあった日の属する月が１月から６月までの場合にあっては，

前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が，その扶養親族等（所

得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養

親族をいう。以下同じ。）の有無及び数に応じて，規則で定める額以上で

あるとき。 

イ 当該妊産婦又はその配偶者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７

７条第１項に規定する扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）で主と

して当該妊産婦の生計を維持するものの前年の所得が１，０００万円以

上であるとき。 

（２） 母子家庭の母子又は父子家庭の父子にあっては，対象者としての申請を
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した日（以下「届出日」という。）又は７月１日現在において，次のいずれ

かに該当するとき。 

ア 当該母子家庭の母子又は父子家庭の父子の前年の所得（届出日の属す

る月が１月から６月までの場合にあっては，前々年の所得とする。以下

この号及び次号において同じ。）が，その扶養親族等の有無及び数に応じ

て，規則で定める額以上であるとき。 

イ  当該母子家庭の母子又は父子家庭の父子の扶養義務者で主として当

該母子家庭の母子又は父子家庭の父子の生計を維持するものの前年の所

得が１，０００万円以上であるとき。 

（３） 重度心身障害者等にあっては，届出日又は７月１日現在において，次の

いずれかに該当するとき。 

ア 当該重度心身障害者等の前年の所得が，その扶養親族等の有無及び数

に応じて，規則で定める額以上であるとき。 

イ  当該重度心身障害者等の配偶者又は扶養義務者で主として当該重度

心身障害者等の生計を維持するものの前年の所得が，その扶養親族等の

有無及び数に応じて，規則で定める額以上であるとき。 

２ 前項各号に規定する前年の所得（以下「前年の所得」という。）の範囲はその所

得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税（地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第５条第２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第

１条第２項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。）をいう。以下同じ。）

についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の

所得とし，前年の所得の額の計算方法は規則で定める。 

第５条第３項中「第１項各号に規定する」を削る。 

 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従前の

例による。 
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ひたちなか市医療福祉費支給に関する条例新旧対照表                     Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）～（４） 略 

（５） 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし，６５歳以上７５

歳未満の者で，高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号）第５０条第２号の政令で定める程度の障害の状態にあるもの

にあっては，同号の認定を受けた者に限る。 

ア～エ 略 

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令

第２０７号。以下「特別児童扶養手当法施行令」という。）別表第

３の１級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童 

カ～ケ 略 

 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は，市内に住所を有する者で，国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号），高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会

保険に関する法律（以下「社会保険各法」という。）の規定により，医療に

関する給付を受けることができるもの（市外に住所を有する者で，国民健康

保険法第１１６条の２の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となる

もの又は高齢者の医療の確保に関する法律第５５条若しくは第５５条の２の

規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者

となるものであって，前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の

算定等に関する政令（平成１９年政令第３２５号）第９条の規定により市長

がその保険料を徴収する被保険者を含む。）のうち，前条各号のいずれかに

該当するものとする。ただし，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護を受けている者を除く。 

 

 

（医療福祉費の支給） 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）～（４） 略 

（５） 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし，６５歳以上７５

歳未満の者で，高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号）第５０条第２号の政令で定める程度の障害の状態にあるもの

にあっては，同号の認定を受けた者に限る。 

ア～エ 略 

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令

第２０７号）別表第３の１級に該当する特別児童扶養手当の支給の

対象となった児童 

カ～ケ 略 

 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象

者」という。）は，市内に住所を有する者で，国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号），高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法（規

則で定める社会保険に関する法律をいう。以下同じ。）（以下これらを「医

療保険各法」という。）の規定により，医療に関する給付を受けることがで

きるもの（市外に住所を有する者で，国民健康保険法第１１６条の２の規定

により市が行う国民健康保険の被保険者となるもの又は高齢者の医療の確保

に関する法律第５５条若しくは第５５条の２の規定により茨城県後期高齢者

医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものであって，前期高

齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成１

９年政令第３２５号）第９条の規定により市長がその保険料を徴収する被保

険者を含む。）のうち，前条各号のいずれかに該当するものとする。ただ

し，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者を

除く。 

 

（医療福祉費の支給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

第４条 市長は，対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法，高齢者の医

療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付（こ

れらの法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。）

が行われた場合において，その給付の額（これらの法律の規定により，一部

負担金の納付が定められている場合にあっては当該一部負担金に相当する額

を控除した額とし，高額療養費が支給されることとなる場合にあっては当該

支給されるべき額に相当する額を加えた額とし，附加給付が行われた場合に

あっては当該附加給付額に相当する額を加えた額とする。）が当該医療に要

する費用の額に満たないときは，規則で定める手続に従い，その者に対し，

その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合におい

て，当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令（国民健康保険法，

高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法を除く。）の規定により

医療に関する給付が行われるときは，その給付の額（国民健康保険法若しく

は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法による

被保険者若しくは組合員若しくはこれらの被扶養者が負担すべき額を控除し

た額とする。）を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。 

２ 略 

３ 第１項の高額療養費は，国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法

律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めると

ころにより算出された額とする。 

４ 第１項の医療に要する費用の額は，国民健康保険法，高齢者の医療の確保

に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付，保険外併用療養

費，療養費，訪問看護療養費，家族療養費及び家族訪問看護療養費（これら

の法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。）の対

象となる医療に要する費用の額（６５歳以上の重度心身障害者等にあって

は，高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付，保険外併用

療養費，療養費及び訪問看護療養費（同法の規定による入院時食事療養費及

び入院時生活療養費を除く。）の対象となる医療に要する費用の額）とす

る。ただし，現に要した費用の額を超えることはできない。 

５～７ 略 

 

（医療福祉費の支給制限） 

第４条 市長は，対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医

療に関する給付（これらの法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生

活療養費を除く。）が行われた場合において，その給付の額（これらの法律

の規定により，一部負担金の納付が定められている場合にあっては当該一部

負担金に相当する額を控除した額とし，高額療養費が支給されることとなる

場合にあっては当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし，附加給

付が行われた場合にあっては当該附加給付額に相当する額を加えた額とす

る。）が当該医療に要する費用の額に満たないときは，規則で定める手続に

従い，その者に対し，その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給

する。この場合において，当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法

令（国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法を

除く。）の規定により医療に関する給付が行われるときは，その給付の額

（国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者

又は社会保険各法による被保険者，組合員若しくは加入者若しくはこれらの

被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。）を控除した額を医療福祉費

として支給するものとする。 

２ 略 

３ 第１項の高額療養費は，医療保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び

省令の定めるところにより算出された額とする。 

 

４ 第１項の医療に要する費用の額は，医療保険各法の規定による療養の給

付，保険外併用療養費，療養費，訪問看護療養費，家族療養費及び家族訪問

看護療養費（これらの法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療

養費を除く。）の対象となる医療に要する費用の額（６５歳以上の重度心身

障害者等にあっては，高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の

給付，保険外併用療養費，療養費及び訪問看護療養費（同法の規定による入

院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。）の対象となる医療に要する

費用の額）とする。ただし，現に要した費用の額を超えることはできない。 

 

５～７ 略 

 

（医療福祉費の支給制限） 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

第５条 第４条の規定にかかわらず，医療福祉費は，対象者が次の各号のいず

れかに該当するときは，支給しない。 

（１） 妊産婦にあっては，母子保健法第１５条に規定する妊娠の届出のあ

った日において，当該妊産婦若しくはその配偶者（婚姻の届出をして

いないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）の前年の所得（同日の属する月が１月から６月までの場合にあ

っては，前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が，その

扶養親族等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生

計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。）の有無及び数に応じて，

児童手当法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１８４号）

による改正前の児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）（以

下「旧児童手当法施行令」という。）第１条に規定する額（以下「基

準額」という。）以上であるとき，又は当該妊産婦若しくはその配偶

者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に規定する扶

養義務者（以下「扶養義務者」という。）で主として当該妊産婦の生

計を維持するものの前年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 母子家庭の母子又は父子家庭の父子にあっては，対象者としての申

請をした日（以下「届出日」という。）又は７月１日現在において，

当該母子家庭の母子若しくは父子家庭の父子の前年の所得（届出日の

属する月が１月から６月までの場合にあっては，前々年の所得とす

る。以下この号及び次号において同じ。）が，その扶養親族等の有無

第５条 第４条の規定にかかわらず，医療福祉費は，対象者が次の各号のいず

れかに該当するときは，支給しない。 

（１） 妊産婦にあっては，母子保健法第１５条に規定する妊娠の届出のあ

った日において，次のいずれかに該当するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該妊産婦又はその配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の前年の所得

（当該妊娠の届出のあった日の属する月が１月から６月までの場合

にあっては，前々年の所得とする。以下この号において同じ。）

が，その扶養親族等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定

する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。）の有無及び

数に応じて，規則で定める額以上であるとき。 

イ 当該妊産婦又はその配偶者の民法（明治２９年法律第８９号）第

８７７条第１項に規定する扶養義務者（以下「扶養義務者」とい

う。）で主として当該妊産婦の生計を維持するものの前年の所得が

１，０００万円以上であるとき。 

（２） 母子家庭の母子又は父子家庭の父子にあっては，対象者としての申

請をした日（以下「届出日」という。）又は７月１日現在において，

次のいずれかに該当するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-



Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

及び数に応じて，７月１日（前々年の所得にあっては，前年の７月１

日）現在における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経

過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号。以下「経過措置政

令」という。）第４６条第４項に規定する額以上であるとき，又は当

該母子家庭の母子若しくは父子家庭の父子の扶養義務者で主として当

該母子家庭の母子若しくは父子家庭の父子の生計を維持するものの前

年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 重度心身障害者等にあっては，届出日又は７月１日現在において，

当該重度心身障害者等の前年の所得が，その扶養親族等の有無及び数

に応じて，児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関

する法律施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第２５９号）に

よる改正前の特別児童扶養手当法施行令（以下「旧特別児童扶養手当

法施行令」という。）第２条第１項に規定する額に５３３，０００円

を加算した額以上であるとき，又は当該重度心身障害者等の配偶者若

しくは扶養義務者で主として当該重度心身障害者等の生計を維持する

ものの前年の所得が，その扶養親族等の有無及び数に応じて，同条第

２項に規定する額以上であるとき。 

 

 

 

 

 

２ 前項各号に規定する所得の額は，次に掲げる金額の合計額とする。ただ

し，同項第１号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方

法は旧児童手当法施行令第２条及び第３条の規定の例によるものとし，同項

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該母子家庭の母子又は父子家庭の父子の前年の所得（届出日の

属する月が１月から６月までの場合にあっては，前々年の所得とす

る。以下この号及び次号において同じ。）が，その扶養親族等の有

無及び数に応じて，規則で定める額以上であるとき。 

イ 当該母子家庭の母子又は父子家庭の父子の扶養義務者で主として

当該母子家庭の母子又は父子家庭の父子の生計を維持するものの前

年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

（３） 重度心身障害者等にあっては，届出日又は７月１日現在において，

次のいずれかに該当するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 当該重度心身障害者等の前年の所得が，その扶養親族等の有無及

び数に応じて，規則で定める額以上であるとき。 

イ 当該重度心身障害者等の配偶者又は扶養義務者で主として当該重

度心身障害者等の生計を維持するものの前年の所得が，その扶養親

族等の有無及び数に応じて，規則で定める額以上であるとき。 

２ 前項各号に規定する前年の所得（以下「前年の所得」という。）の範囲は

その所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第１号に掲げる市町村民税
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

第２号に規定する経過措置政令第４６条第４項に規定する額の算出に当たっ

ての所得の範囲及び計算方法は国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規

定並びに経過措置政令第４６条第７項の規定の例によるものとし，前項第３

号に規定する旧特別児童扶養手当法施行令第２条第１項に規定する額及び同

条第２項に規定する額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は旧特別

児童扶養手当法施行令第４条及び第５条の規定の例による。 

（１） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１３条第１項に規定す

る総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額 

（２） 地方税法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額 

（３） 地方税法附則第３４条第４項に規定する課税長期譲渡所得金額 

（４） 地方税法附則第３５条第５項に規定する課税短期譲渡所得金額 

（５） 地方税法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合

にあっては，その適用後の金額） 

３ 第１項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の１月１日以後において，

対象者若しくはその配偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第３

１４条の２第１項第１号に規定する災害等による損失があったとき，又は対

象者若しくはその配偶者若しくは扶養義務者に係る同項第２号に規定する医

療費の支払が多額となったときは，規則で定めるところにより計算した額を

当該前年の所得から控除して計算するものとする。 

（特別区が同法第１条第２項の規定によって課する同号に掲げる税を含

む。）をいう。以下同じ。）についての同法その他の市町村民税に関する法

令の規定による非課税所得以外の所得とし，前年の所得の額の計算方法は規

則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前年の所得の生じた翌年の１月１日以後において，対象者若しくはその配

偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第３１４条の２第１項第１

号に規定する災害等による損失があったとき，又は対象者若しくはその配偶

者若しくは扶養義務者に係る同項第２号に規定する医療費の支払が多額とな

ったときは，規則で定めるところにより計算した額を当該前年の所得から控

除して計算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-8-


